
 

議 第 １ ８ 号 議 案 

 

 

学校の業務量に見合った教職員の定数改善計画の策定及び全国教員勤務

実態調査の実施を求める意見書の提出について 

学校の業務量に見合った教職員の定数改善計画の策定及び全国教員勤務実態調査

の実施を求める意見書を別紙のとおり、富士見市議会会議規則第１３条の規定により

提出します。 
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提 案 理 由 

学校の業務量に見合った教職員の定数改善計画の策定及び全国教員勤務実態調査の

実施を求める意見書を地方自治法第９９条の規定に基づき政府に対して提出するため、

この案を提出します。



 

学校の業務量に見合った教職員の定数改善計画の策定及び全国教員勤務

実態調査の実施を求める意見書 

 

 教職員の長時間過密労働が教職員の不足をもたらし、学校への教職員未配置問題を

招いていることは、学校教育に深刻な影響をもたらし、学校そのものの存続が問われ

かねない事態を招いている。全国どこでも同水準の教育が受けられるよう、教育の機

会均等を保障するため、国が責任を持って条件整備を進めていくことが求められる。 

 教職員の長時間過密労働の解消には、教職員の授業負担を適正なものとすることが

不可欠であり、２０２５年６月の「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関

する特別措置法」（以下「給特法」という。）の改正においても、附則第３条（政府

の措置）に「教育職員一人当たりの担当する授業時数を削減すること」が盛り込まれ

たことは重要である。 

 しかしながら、教職員定数の標準改定が、従来型のいわゆる加配定数にとどまるな

らば、学校の業務量に見合った教職員数の確保とならない上に、非正規雇用の一層の

拡大となり、問題の解決にはならない。 

 問題を解決するには、「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関

する法律」（以下「義務標準法」という。）の第７条における「乗ずる数」を引き上

げ、教職員定数の本体である基礎定数を引き上げる教職員の定数改善計画の策定に進

まなければならない。既に２０２３年１１月９日、今後の教職員定数に関する国と地

方の協議の場において、全国知事会など地方３団体は、いわゆる義務標準法における

「乗ずる数」の見直しなどを含む教職員定数の改善を要望している。その後の教育現

場の深刻な状態及び給特法改正を踏まえ、基礎定数の増員に踏み出すべきである。 

 また、教職員の長時間労働の解消の取組を進める前提として、全国的な教員勤務実

態調査による勤務時間の正確な把握が求められる。改正給特法の附則第６条では、

２０２６年１月１日以後２年を目途に、教育職員の勤務の状況について調査を行うこ

ととしている。これを全国教員勤務実態調査によって行うべきである。 

よって、富士見市議会は、政府に対し、下記の対策を講じるよう強く求める。 

 

記 

１ 学校の業務量に見合った教職員配置のため、国の責任で教職員の定数改善計画を

策定し、義務標準法を改正すること。 

２ 国の責任で、２０２８年１月を目途に全国教員勤務実態調査を実施すること。 



以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

 

令和  年  月  日 

 

埼玉県富士見市議会 

 

内閣総理大臣           様 

文部科学大臣           様 


